
佐久市・臼田町・浅科村・望月町　合併協議会
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名称 事務事業等名称（項目名） 現況調書
ページ 問　題　点 調　整　案 調　整　案　の　詳　細

1 17 030504020103 住宅 公営住宅管理人手当 2 佐久市・臼田町・浅科村が実施しているが、手当
の金額に差違がある。 合併時、基準を設けて統一する。

・５戸以下の団地には管理人を置かない。
・管理人手当は、管理人１人当たり基準額６，０００円と
し、１戸当たり１００円を加算する。

2 ２８－５ 010501010203 住宅 市町村営住宅入居事務 3 4市町村で実施しているが、入居基準の資格要
件・審査方法および公募方法に違いがある。 合併時、調整案の詳細のとおり統一する。

・入居資格は、新市に在住の者および新市内に勤務先
を有する者で、市営住宅に入居を希望する者。
・応募者が募集戸数を超えた場合は公開抽選により決
定する。
・臼田町の入居者選考委員会は廃止する。
・公募は、広報・公告・ホームページ・ＦＭ佐久平等によ
る。
・事務の方法は、佐久市の例を基本に統一する。
・臼田町、望月町の特定公共賃貸住宅とは、中堅所得
者等の賃貸住宅を地方公共団体が賃貸住宅の建設及
び管理を行う住宅。

※　各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。
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